
議案第１５号 

   みよし市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和４年３月２日提出 

                         みよし市長 小 山   祐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   説 明  

 この案を提出するのは、なかよし保育園の民間移管に伴い必要があるからである。 

 



みよし市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 みよし市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和６０年三好町条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

 別表なかよし保育園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



みよし市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

（設置、名称等） 

第2条 略 

2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

別表（第2条関係） 別表（第2条関係） 

名称 位置 

 

みどり保育園の項以下 略 
 

名称 位置 

なかよし保育園 みよし市西一色町二ノ沢8番地2 

同左 
 

 


